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１ 高齢者の状況 

① 高齢者人口（各年とも４月１日現在の住民基本台帳による） 

区   分 

平成 21 年 平成 22 年 

21２１年 

平成 23 年 

人数 
（人） 

構成 
（％） 

人数 
（人） 

構成 
（％） 

人数 
（人） 

構成 
（％） 

総 人 口 147,167  146,160  144,995  

高 
 
齢 
 
者 

65～69 歳 10,328 7.0 10,413 7.1 9,866 6.8 

70～74 歳 9,704 6.6 9,452 6.5 9,393 6.5 

75～79 歳 8,905 6.0 8,991 6.2 9,035 6.2 

80 歳以上 12,293 8.4 12,892 8.8 13,406 9.3 

計 41,230 28.0 41,748 28.6 41,700 28.8 

 
 

② 地区別高齢者人口（各年とも４月１日現在の住民基本台帳による） 
 

地区名 
平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

総人口 高齢者 構成 総人口 高齢者 構成 総人口 高齢者 構成 

 人 人 % 人 人 % 人 人 % 

岩 国 11,506 3,532 30.7 11,409 3,538 31 11,406 3,495 30.6 

平 田 11,325 2,529 22.3 11,310 2,646 23.4 11,219 2,679 23.9 

麻里布 18,288 4,390 24 18,285 4,477 24.5 18,270 4,481 24.5 

東 8,162 1,847 22.6 8,072 1,875 23.2 7,936 1,877 23.7 

装 港 2,068 639 30.9 2,082 655 31.5 2,034 660 32.4 

川 下 9,777 2,430 24.9 9,641 2,441 25.3 9,423 2,401 25.5 

愛 宕 12,736 2,946 23.1 12,707 3,011 23.7 12,668 3,048 24.1 

灘 13,881 3,647 26.3 13,746 3,733 27.2 13,650 3,783 27.7 

柱 島 302 243 80.5 295 243 82.4 283 231 81.6 

小 瀬 978 428 43.8 957 419 43.8 944 419 44.4 

藤 河 2,114 515 24.4 2,119 524 24.7 2,131 520 24.4 

御 庄 2,276 481 21.1 2,339 493 21.1 2,402 495 20.6 

北河内 1,552 571 36.8 1,533 565 37.1 1,493 554 37.1 

南河内 1,686 605 35.9 1,666 619 35.9 1,632 618 37.9 

師木野 706 286 40.5 686 288 42 666 283 42.5 

通 津 5,102 1,378 27 5,036 1,408 28 4,979 1,417 28.5 

由 宇 9,007 2,713 30.1 8,884 2,742 30.9 8,877 2,765 31.1 

玖 珂 10,943 2,933 26.8 10,949 2,966 27.1 10,984 2,975 27.1 

本 郷 1,189 577 48.5 1,158 561 48.4 1,128 551 48.8 

周 東 13,977 4,309 30.8 13,889 4,346 31.3 13,673 4,315 31.6 

錦 3,416 1,699 49.7 3,359 1,683 50.1 3,275 1,645 50.2 

美 川 1,472 766 52 1,409 759 53.9 1,355 745 55 

美 和 4,704 1,766 37.5 4,629 1,756 37.9 4,567 1,743 38.2 

 計 147,167 41,230 28.0 146,160 41,748 28.6 144,995 41,700 28.8 

 



 - 46 - 

２．養護老人ホーム 

○ 利用対象者  原則として、６５歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により、

居宅において養護を受けることが困難な方 

○ 入所の申出  入所の要否に当たっては、在宅福祉サービスの利用状況などを勘

案し、入所判定委員会で総合的に判定されます。 

○ 市内の施設 

         ・静風園（運営主体 岩国市 入所定員５０人） 

・久楽荘（運営主体 玖珂地方老人福祉施設組合 入所定員９０人） 

・松風荘（運営主体 玖珂地方老人福祉施設組合 入所定員５０人） 

 

  ○ 入所等の状況                     （４月１日現在） 

 区  分 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 

市内の施設 １３５人 １３１人 １３５人 １３２人 １３０人 

市外の施設 １０人 １２人 １３人 １６人 １３人 

計 １４５人 １４３人 １４８人 １４８人 １４３人 

待機者数 ２人    ０人    ５人 ６人 ０人 

 

３．高齢者福祉 

 (1) ねたきり老人等寝具乾燥消毒事業 

   要介護状態にあり、在宅で常時おむつを使用しているねたきり老人等で、寝具を

乾燥消毒する必要のある方に対し、年３回を限度に、寝具類の乾燥消毒サービスを

提供します。 

○ 給付対象者 概ね６５歳以上の、在宅で常時おむつを使用している方等で、寝

具を乾燥消毒する必要のある方 

○ 対象寝具  一般寝具、マットレス、エアーパッド 

○ 限度額等  １回のサービス当たり４，４００円を限度とし、年３回 

○ 利 用 料  一律１割負担。ただし、限度額を超える部分は全額本人負担。 

   ○ 利用実績 

  

区  分 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用者数 ５人 ０人 １人  ２人 
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(2) 緊急通報システム整備事業 

地域で安心して末永く生活することができるよう、広く緊急通報装置の設置を推

進して、急病、災害等の緊急時に通報が迅速に行える体制を確保します。 

   ○ 対 象 者  概ね６５歳以上のひとり暮らし､又はひとり暮らしに準ずる世帯

の方 

○ 利用者負担金  月５００円（原則として口座振替） 

○ 設置実績     

区   分 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

新規台数 １４７台 ２５３台 ２３０台 １８９台  

廃止台数 １８６台 １５６台 １９１台 １８０台 

現設置台数 １，２３５台 １，３３６台 １，３６９台 １，３７６台 

  

(3) 生活支援ハウス運営事業 

高齢者に対し介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することによ

り、当該高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、高齢者福祉の増

進を図ることを目的としています。 

○ 利用対象者  岩国市内に居住する６０歳以上のひとり暮らしの方又は夫婦

のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することが不安

な方 

○ 事 業 内 容  住居の提供、入浴及び給食、生活指導及び援助、地域住民との

交流、健康チェック等 

○ 市内の施設  ・美川生活支援ハウスひまわり 定員１０人 

         ・美和生活支援ハウスやすらぎ 定員１１人 

         ・錦生活支援ハウスやまなみ荘 定員１０人 

 

(4) 老人クラブ育成 

    老人クラブは、高齢者の知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのための

多様な社会活動を通じ、老後の生活を豊かなものとするとともに明るい長寿社会づ

くりに資することを目的としています。 

   ○ 会員の年齢  概ね６０歳以上、ただし、６０歳未満の加入を妨げないものと

します。   

○ 加入者の状況                        （４月１日現在） 

区   分 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

クラブ数 ２１８団体 ２１４団体 ２０５団体 １９７団体 １９０団体 

会 員 数 １０，６３９人 ９，８９８人 ９，４３９人 ８，７４３人 ８，２４６人 
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(5)  渡船料助成事業（旧岩国市のみ） 

    柱島地区における高齢者が渡船を利用する場合、料金の一部を助成するための渡

船利用券を交付します。 

   ○ 対 象 者  柱島地区に住所を有し、現に居住している方で、満７０歳以上の

方 

   ○ 交付内容  片道乗船券を年２８枚交付します。 

○ 交付実績       

 区  分 平成１９年   平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利 用 者 数 ２０６人 １９４人 １９４人   １９４人 

 

 (6) 高齢者等優待乗車証交付事業 

   ○ 交付対象者 

     ・市営バス・いわくにバス 

市内に住居を有する７０歳以上の方 

            ※ １乗車ごとに１００円の負担が必要です。 

     ・防長バス  市営バスの路線がない南河内地区、北河内地区、藤河地区、御

庄地区の一部に住所を有する７０歳以上の方 

       ※ 錦橋～錦帯橋、廿木～錦帯橋が無料 

・錦川清流線 市営バスの路線がない南河内地区、北河内地区、藤河地区、御

庄地区の一部に住所を有する７０歳以上の方 

            ※ 北河内～川西が無料 

※ 南河内地区、北河内地区、藤河地区、御庄地区の一部に住所を有する 

方は、防長バスか錦川清流線のどちらかを選択することとなっています。 

    

 

（7）敬老行事 

○ 高齢者の長寿をお祝いし、１００歳を迎える日前後に記念品をお贈りします。 

○ 長年にわたり社会に貢献された高齢者を敬愛し、それぞれの地区で敬老会等を

開催し長寿を祝福します。併せて、高齢者への敬愛意識の向上、生きがいづくり

や地域住民との交流を深めます。 

  

区  分 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

敬老会参加者数 ７，６１１人  ６，７３８人 ６，３４３人 ６，１０２人 

                ＊平成２０年度より対象年齢を７５歳以上で統一 
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(8) 過疎地域福祉バス運行事業（旧岩国市のみ） 

    路線バス等を利用できない地域に居住する高齢者に対し、市営バスを借り上げて

福祉バス（ゆめあい号・２９人乗り）を運行しています。    

   ○ 利用対象者  優待乗車証の交付を受けている方 

※ 利用料は無料です。 

○ 運行状況 

運 行 路 線   運 行 日 

松 ヶ 原   ～  錦 帯 橋 毎  週 火・金曜日 

上    迫 ～ 錦 帯 橋 毎  週 水 曜 日 

二軒屋団地口 ～  岩国医療センター 毎  週 月 曜 日 

  

 

 

(9) 日常生活用具貸付・給付等事業 

① おむつ給付事業 

○ 給付対象者  概ね６５歳以上の、在宅で常時失禁状態にあり､かつ今後もそ

の状態が継続し､おむつが必要であると認められる寝たきり老

人等で、市民税非課税世帯の方 

○ 給付内容  『紙おむつ』を１月に３，０００円を限度とし、申請のあった

日の属する月の翌月からおむつ給付券を交付しています。 

 

② 日常生活用具貸付事業 

病院及び介護保険施設等に入院、入所している方が一時的に退院、退所すると

きや自宅復帰を目的に自宅で訓練する場合に、特殊寝台等を貸し付けます。 

    ○ 貸付対象者  概ね６５歳以上の入院、入所している方 

    ○ 貸付期間   原則として、１月以内 

    ○ 貸付種目   特殊寝台 

    ○ 利 用 料   １期間につき、特殊寝台は２，０００円 

    ○ 貸付実績 

 区  分 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利 用 件 数 ４１件 ３４件 ４２件     ２６件 
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(10) 在日外国人等高齢者福祉給付金支給事業 

国民年金制度上、老齢基礎年金等の受給資格を得ることのできなかった在日外国

人又は帰国者等に対し、福祉給付金を支給します。 

ただし、公的年金を受給している方などは対象となりません。 

   ○ 対 象 者  現在、市に外国人登録を行っている人で、大正１５年４月１日以

前に生まれ、昭和５７年１月１日前から日本国内で外国人登録を行

っており、永住許可を受けている人等 

   ○ 支給内容  月額１０,０００円で、年４回(２月、５月、８月、１１月)口座振

込みにより支給します。 

   ○ 支給実績        

区  分 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

支給者数 １３人 １３人 １３人 １０人  

 

(11) 高齢者はり・きゅう助成事業 

    はり又はきゅうの施術費の一部を助成し、高齢者の健康の増進に寄与することを

目的としています。 

○ 対 象 者  ７５歳以上の方 

○ 利用限度  １日１回、１月に５回を限度。申請により、はりきゅう受診券・

はりきゅう券を交付します。 

○ 助 成 額  １術８３５円(初回のみ１,８２０円)、２術１,０４５円（初回の

み２,０６０円）を助成します。 

 

(12) 高齢者等福祉タクシー料金助成事業 

     交通が不便な地区に居住する高齢者等に対し、タクシー利用助成券を交付しま

す。 

○ 対 象 者  ・７０歳以上の方 

           ・７０歳未満の介護保険の要介護認定３～５の方 

○ 対象地区  原則として、バスの運行が週２便程度しかなく、幹線バス停から

地区の入口の集落までの距離が概ね２㎞以上ある地区の中から地区

指定します。 

○ 交付枚数  年間２４枚（申請月より月割りで交付します。） 

○ 助 成 額  1 枚５００円。１乗車につき使用は１枚のみ使用できます。 
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(13) 地域生活支援短期宿泊サービス事業 

    介護者等の疾病、冠婚葬祭などの事由により、一時的に在宅生活が困難な高齢者

に対して、短期間の宿泊場所を提供し、必要な指導や支援を行います。 

   ○ 対 象 者    市内に住所を有する概ね６５歳以上の高齢者で、要介護認定ま

たは要支援認定を受けていない方。ただし、入院加療を要する状

態にある方や感染性疾患のある方は利用できません。 

   ○ 利用期間   １月に７日を限度  ただし年 2 回の利用を限度とする。 

○ 利 用 料（１日あたり） 

    利用者負担金（４００円）＋食材料費等（１，０００円） 

※ただし、市民税非課税世帯の方は、利用者負担金に限り市が負担し 

ます。 

   ○ 実施施設   玖珂地方養護老人ホーム久楽荘（玖珂町） 

            玖珂地方養護老人ホーム松風荘（本郷町） 

 

 


